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できた・，．・しかるに酒勅鹸鰍紅業あ翻ビ1・陳鋤う瞬稗庭醗1墾帥め蝕瞬癬牙
人口の都市鯨彌の分業といら瑛態を生み出し，多 窃藏“穂潮あ翻を撫芝雌まれた赫
数の鰭労鵬と低賃金の年少労儲並び昏こ婦人労鵬官制の繍縣麟会（社会縣岡査会の前身とみ肱
の出現を促した。このような状況の中で，ひ≧たび誉家1』づる）1』であっ気そのメソ丞一には，留岡幸助等著名な民．

の主たる夫が耽蝋入獄その他の琴申で容禦扶 離会撫も含まれていたり燃この政麟の立
養できなくなうた場合　≧・りわけ幼少め子iどもを持づ婦

人は1・鹿度め困窮に陥らたポごづ℃て六ある母ほ子ども

を家庭に残もで仕凄に出るたあド十分な養育を果ぜな《

奪暴磁襲繋蝋黛騨弊警警魯
』ご奪らの母子め悲惨な生活参社会問題化するに到らた

のほ，：柔弐正年闘の初あであぢた‘｝その頃1 第一次世界大

戦による異常な蘇景気が物価高騰魯実質賃金低下をもた

ら一し訴その結果1じ」般天衆の生活比支陣をきたすよちに

ならたが， これに輪をかけて母子家庭の生活囲窮の度奢『

φが増もし加わぢズいだのである‘1民：『9♪へ ：』ヤき．ぺ、

とめよづな実情に対し気 一徴府はぽどんど有効な施策r．

を持た摩がウだといぢでよいがll亙わずかな例外は母性と

乳児の保護に関するrものであらた2，も凝施策め対象どなろ

たのは』≒工場の学校等に醗労している蜂産婦およ・びぞの

乳児爵また衰弱じきらた妊摩婦である6：つまり診父性を、

失謬た母子家庭㊨母ゐろ蕩i・生活上，、就業上の保護を挙，

要とす右毎と置庫？文おげぼ生命すら危づい母が該当む

たごど頃な りlr今日p母子福祉の理念がちみればぎきわ

めて制限的かつ部分的施策であ6たじ』圏1』鷺！、｝＝＝1：㌧∫1：添・

5しかし縞政府の重い腰が‡がる時がよくる5、大正7年6

月∫く勅令をもうて設置された救済泰業調査会嫉児童保護

に関湧惹諮間を受け，，大正8年10月，p』児童保譲要綱き決

議むたのである5『’本要綱は母子扶助に関する法制定の必

要を認め，ll、同年12月，・1慎重な審議の末凱その成案をみる

法化運動は遂に日φ肩をみ：な添ちた占1何故か乏い引と，

当時の貧困膚め救済寮丁母子球助」，汀児童扶助ゴのみを

法制化 しせ事足れ～ザと掌るほ芝容易な状況ではなく・♪社

会扶助立法の象本的改正が道られズ“たがらである睾レ』特

・。
秘：轍月iσ郎法律第3蜷をもら臓享：廉救護

法はこの要請に応えたものである。本法中に大正15年参

兜童扶助法案の÷部が採用奉れる1こと比なり，転これによ

’う で毎子扶助法制の審議は←応中止された5．・∫ ☆此を』∵r

、諜鷺籔灘奪禦茱轡箕尋三惚

“①65歳以上の老褒者）＼⊃《券1』▽
・．

・、㌦

1111、∵℃一一・、

．：r
13歳以下の幼者：難iゑ＝lr▽1∵1奨ll』l　Iζ“、li！17∫ll

・、∴ ③娃産婦1憾：声ぷ・・メ 二庶＝
㌦』k営＝∵ 』r 障　・1・’1』・1？よ

　④不具廃疾ゼ、多疾病ヂ傷鍵註その他精神または身体の障

、・ 碍によらて業務1を行うに敢障あるもの支ξ1姑噴・ジ1薯1

く〉⑤ （“歳未満の〉し幼児哺育の母＝う烈甲＝鵠1韓・・糠1…需

ユ本法はド予算の目途がつかないまま実施が大幅に遅弗

麟一茄翻難餌類儲が←体と師磁畔実施促進期成同盟を結成し，その運動の力もあづて多。よ

う
やズ昭和7年に施行されるこどになる5。 その後φ本法1

の実施状況を被救護者別にみるとゴゾ「13歳場下の幼者キ

が最庵多．く。， 「幼児哺育の母」は常に最傳で灘孕猷増加

率でを畿 E幼者よが高く，｛幼児哺育の母」 1三砿僚滞1じ羅悔、

る5」iこれは 「幼児■藻1歳未満に限られていたきめであ’

ろう、と・思われるポ　，』”㌃べ．r』一t於米凪1叉i磯逸£Fr
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朱満の）幼児哺育の母」に限られためそ，ぬ1歳以上の子『

女を持つ母が夫に死別したり，・また夫が失踪したりした

場合・殉’は， 夫が騨麟とし覧 鐸者として畏
く家庭を離れだりした場含，1 蓄， 家屋，土地，恩給等

の保障のない隈り，母子家庭は困窮の度を深めていく他

なかった・また・たとえ救護法による生活微綬けた

としても，救護金は1日1人25銭，1世帯1円以内であ

って，当嘩り母子の生活を維持すうに嬉不ナ分な額であ

9為・：ゆ拠・母子世融母は・北む承生齢帖と

なつズ恥ね幽鵠子如御、モ＋頒騨鱒ナ
ぬのも姉の、軸こ，とで劾た9、、

　さ球こ鯨本済による救護状海き章申鱒遜蚤ξ1大ヌE15

年内務省調葺によ為「保護を要す1る貧困霧婦，準寡婦並

第15集

ところで本法の成立によって・冊扶助法制の立法化歌之等子蝋」は，12乳727人であり，その後の社会

の嬢がなくなったわけ零騰弛為す勢妙鱒娠・働嘩導痢∋1ら鯛母鷺鰍増加している壱こもかかわ

おり・本灘よ徽謝象のゲち海稼庭の救詠醇らず溜和蒔，轍激焔生活扶助綬けた母子は
籾をもつものは「臓以下の郷．r舞婿」r（畷52，659人と物こも達していない．これからみても，本

　　　　　　　　　　　　　　　　　∬

・昭和6年9月ユ8日・満州凄変が勃発し∫l！躰壱郡蔀φ

専行によりレ＝アジァ民衆をまぎ；む15年戦争に突入して

ゆく。国内でそまヂ経済恐慌と自然災害の相乗効果に よう

生活危機が・』東北農民を典型と して国全体をおおい，こ

れに原因・してゼ・親子心中・とりわけ母子心中Φ激増をみ

る一1。

　このような不安な社会状況を背景 と・してド婦人団体1

無産政党が子を養育する母の保護の重犬さを．ア ピ、← ル

し，・ド母性の保護と子女の保護を←体どして考え る母子扶

助法の制定を度々建議したのである。しこれがいわゆる母

子一体の原則のさきがけであって，1向般救貧法 としての

救護法を補強する特別法の立法根拠と・な1る理念と なっ

た。しかし，法制定運動の背景にあった理念は，・母子相

互の幸福を目指す積極性を持っていたにも渉かわらず，

昭和12年3月30日公布ざれた法律第19号母子保護法の

機能は，制限的，恩恵的，1不完全な救貧法の枠を超える

こ とができなかづた。1以下に， 母子保護法成立の察情と

その性格をみ，liまた軍事扶助法孝の関連を考察してみた

い。ルい ヒと『 ∴1 　』ミ ．1r』．

　．母子←体の原則という積極的思想の担い手は， 先に述

べたように婦人団体ならびに無産政党であった。ここに

い う婦人団体どはの山田わかを委員長とし，政治家，．社『

会事業家績評論家らが1．．婦人運動のr環に母性保護とい

・うス自康ガγを掲げズ≒致団結した母性保護連盟（昭和

10年4月以来の名称）のことであり，無産政党とは，社

怯が母子家庭に対しセ， 期待された機能を十分発揮した

とは考えられないのである。こうして，新たに母子扶助

法制立法化の必要が認識されるに封るのである。

　最後に・以上の政策形成の流れをもう一つの側面から

顧みれば，大正8年救済事業調査会の児童保護要綱以来

救護法に罰る歴史は，母子の保護ないし救護に関するか

ぎり，胎児，乳幼児および児童の保護を，その施策の焦

点栖て酔陛律て略ことを指摘できるの、であ
う。．こo時代琴誇恥で畢こ対する探助が副次的であり，

母子容牽をi1ρめ単位とする雄策がみちれな動・のは， 観
念上嫉いざ知ちず，婆実上子女の養育における母め役割

参馨幌さ苑てレ1たことを示しているの牽あ る。

　　　　　　　！
母子保護単独法成立

会民衆党代議‡片山哲を中心とするグ々一ブであ？た。、、

前者の運動は，大正15年4月，・週刊婦女新聞社内壱㌃．F母

子扶助法制定促進会」が設けられたことにに．媒ま＝り5ミ』後

者の運動は，無産婦人図体社会民衆婦人同盟が，・ヒ「貧困

母子の経済的扶助は当然国家の負賀尽き義務な り」凄主

張して法案をまとめ，昭和6年3月耳日，、；れを片山哲

び第59議会に提出したのをはじめζするg両者の運動は

別身に起ったが，昭和9年、2月1＄日の第・5回全日本婦選

大会を機に，密接鱒結びついて「母子扶助珠即時決定」

決議に結実した。

　つづいて同年9月29日には，母性保護法要綱案の成案

を得て，「母性保護法制定促進婦人連盟（母性保護連盟

の前身）」が生れ， 具体的運動を組織した6ところが，

この年は未曽有の凶作であったので，1連盟は彼地の実情

を鑑み，要綱案を修正 し，・議会に対、して母性保護に関す

る請願をした。これが＝「連盟』1にとっては、じめての議会

通過案件となった。本請願中には，妊産婦およぴ乳児哺

育中の母の生活と栄養の保障， 学童， 、幼児今の給食の災

施ド子女の売買禁止，そして種々の婆情で母子家庭とな

った母性の保護が護われていた。

・つづく昭和10年1月， 「連盟」は上の請願中にみられ

る主張を， ・丁母子心中防止対策樹立に関する請願」・にお

いてさらに具体化し，一般化 した。．その骨子は∫、㌃①母子

扶助法の制定，⑫民法の｝部改正， ③家鰯停法の制定
と家番調停裁判所の設立， ④母子ホ［ムの建設，助成で
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川西； わが国における母子福祉政策のあゆみ

あづたるこのうあ碁、母子扶助法制定の件につ’レy・でみる

と，「政府による扶助を受けるものはゲ満15歳未潜の子

女を養育する母お嵐び妊産婦酒あ1づて1気子の父がなんら

かの理由で家族を扶養できない場合に限る」と、されたよ

本請願を うけてヂ母子ボ置ムに関する建議案親偲子扶助

一法制定に蘭する建議案が相つy・で提出1さごれ排，1すべて両院

《で可決ざれ1たる』 し㌔尻∴r一・ノジ〔 野　ド文π．湧），

　以上は，「連盟」の母性保護運動の第1段階であり・

りぎ比社会癖業界と手を組む第2段階に入1づて帆ろ売。

「連盟」の委員中には，二葉保育園母の家の大屋梅らも1

おり1冨この第2段階ぺの発展は極く自然であづた。い「連

盟」’は昭和10年4月19日の第丁1．回全困委員会においてレ

名称を「母性保護連盟」と1改め1・夕うづ1く10月23～26日の第

8回全国社会礁業大会においてi♪千母子扶助法制定め件ヨ

「母子ホニ旺云急設助成め件」．な らびに「家挙調停裁判所

設置の件」、を上程しだの であるす』そ．して1・・rこれをう、げた

大会は協議の結果雰10月26日デ会長滴浦肇吾名で』「母子

扶助制定要望サ関ろル件建議」 、を内務大臣艶』 大蔵太臣宛

提出す1拳のである5．』また，、そζに明記・された丁救貧海・ト

立場ヲ異辱，ろ沙母子扶助法案」・の条文化を．嫉かって，：穂

鞭遠・を委員長とし聰源暴甑斎藤守囲・汁典哲らを委

員とする全国祉会寮業大会継続第 i委員会を発足させ1

昭和11年11月17日1最終法案を・まとめ内務大臣に建議す

るので痴るρ

　』本法案に全8条から成ってお、り，』第．1条～第二3条は挟

助の対象，第4条～第8条は扶助の方法を規定しズい

るす 対象を． ［子」 に？いてみる出，1｛ i△凡．
、．

耳①子曝15歳未溝で嫡墨子ゼ麻子f・私隼児と肇子．を問や

　c ．な恥
ド
11』舷、こ 』 、』　1』！、、・．慕為』

　 ②子が満15歳になウて、も扶助を受ける者が労働不能の
　，、 ．とき韓レr ：子が満16歳になるまで引 き続き扶助を受け

　　．られ一る r、iジ』1÷ ・』 才玉 τ ＝ ゴ
』、』rl 、　　旨’モ

　というよ、うに進歩的な見解がみられ1』『遠た： 「母」、琴つ

いてみ る．とゼぐr
1、私』 』［、、、、1と 1♂ ・．二『、．ゴ 1滑㌧』ゴ龍

孚①母は，」私生児の母迦／・離婚或別居の妻，．夫が失業のた

　　，め生活できない母を食むGぐ、篤．ザ1、一い ＼きン．、、⇔

ン②母に代うて子の養育でをねす祖母，1ン伯叔母ll 姉も母之

　　みる1．、’げ。、く噂rび．二ひ ∴． ・！、、二 ギ
』、 ．蔚、．』 燕

とありし梱窺母子の窮状に醇える現実醜対象規定で

あ
乙うたtと意～え（よ、ろ3㌶さら妄こF・方法rこづ》寸てみる：とジ、，

　①扶助の費用は国庫負担とする 「万1．1 ！ 1㌧1．』鮫 』』

　②市町村は扶助寮務のため母子扶助委員会を設置す

　とあるのも，母子の保護に関する国の責務を明らかに

するとともに，母子扶助施策を円滑に実施すべく配慮さ

れてのことだと考えられる。

・．以上のよ』うな経緯をへて，㌧第70議会では内務雀社会局

の大橋武夫によって起草された母子保護法原案が審議さ

れだ。，1二「第70帝国議会衆議院軍事救護法中改正法律案外

1←1件委員会」i』と称される会議で；一『法案中の微妙な条項が

『検討されるゴう㌔ぢに1 1・自然壱；本法の性格が明らかになゐズ

ゆぐ乙 ジだどえば1 1．、1「保護される母の労働能力の有無は問1

・わない。λ本法は子の養育が中心である」ドとい・う稼極的な

意見が露陳 されるごが1とシ患え1ばボ’・（・rじがし雰依頼心を起さ

せでは小け遺ヤ、から♪救護額ほ救護法と同等にす1る乎と

いう去ろに1・本法俸救貧法の棒を実質的に出ンないこと を

示慶しだ許また；「連盟！の度菱の主喪に旨も かかわらず｝1

救護法との関連が子の年齢制限に・も衷われ・1∴「聡歳以下

才子ヲ擁スル母，1．貧困男為生活不ルゴト能～・ズ…鉗」孝

餌．う表現になり1了救護法中砂，「13歳以下の幼者j 二と一致

、した。．ただし丼母に代わ二る祖母は保護の対象となづた』・

「さ．らにまたし1椎尾委員が第』3条ゴ「母ガ性行其ノ 他～事由

二因リ子ヲ養育スルニ適池ザル’トキハ趣〕・」と転・ぢ欠格

条項を閑題に：、しダr自身の母子寮処遇の経験を根拠にレて

、．「そ⑳よう な母吏こ・なぞ母子保護法によ1る母性の教導が必

要なのではないか」 ときわめて震要かつ積種的な発言を、

1したのに対・し〆広瀬政府委員はi『部「発言の主旨 セよよ．くわ

，がるがレ 母性の教導は本法とぱ別に社会礁業家の援助を

得て処理 して勢きたいムと答弁，して霞第3条の欠格条項

がそのまま生きることとなった。このほか，本法の性格

1を表わす彰ととしてヨ 灘救に陥，らないよう に，，また夫の

自主的精神を傷っけな玲まうに之¢理由か｝ら∫ 朱業者の

妻を除外し1たこ rと‘また，一隣保相扶の情贋宜を重んず1る之

の理由か ら，保護費曝、全額国庫負撞・とならな が』わ
1た』；

と， 、を挙げておかなけれ1セまな・らなセ㌔』 一亭．ピ．づ ．、・：∵1

・ミ｛こうして，、 わが国初の母子保護単独法に寄せ、ら れた

』「連盟」！や社会事業界の熱い期待にもかかわらず，，法律

一第19号母子保護法の性格は以上のごと くであ1づてか穂積

ちの提出した法案の極く門部が採用さ薙るのみ塾め結

果に終わるのであるわ：そこで終わ1駐も、』1「連盟上等の主

張力警櫛批一例を挙げれ嫉朋治以来・．民間鱒財

にようて細タと運営されてきた母子ホ≒4が，童本法第豊

条に母子保護施設と七て規定され多：行政施策の鳶環と・し

て．の位鐙づけをされるようになうだこ．と権あるbジ応詠

〔、、乏ころで，、また別の角度から母子保護法制定の事惜を

みると，本法が， 時を同じくして公布された法律第20号

軍寧扶助法・1（大正6年・7月19日公布された軍癖救護法の

改正法＞と抱き合せの法律である1ごとに気づが／さ劃るみ

　である。これは上記の法案審議委員会の名称にも明らか

　なとおりマある。時局は急速に日中戦争 （曜和工2年7月

　7 日麓溝橋泰件を発端とする）に向いつつあり，現在の，
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軍人世帯の援助， 牽来の軍人養成が焦眉の急を告げてい

たじ ’ヒ、』F

＿
・乱こ ごで，＝法の対象によって救護法，、 母予保護法， 軍凄

扶助法の一3者を比較してみる．と“軍事扶助法による扶助

の対象は，・i傷病兵および下士官兵の遺家族のうち＝「生活

ス九凱ト困難ナル者」であって，1救護法，1母子保護法の

生活愚ル耽ト能！・ザル者」・』と著しレ ・対照．をみせてい
る。1また》 ．軍蛮扶助法のみは，抹助費、も高額であ臥、他

グ）2者がそうである救貧法の枠を超えていたら．したがり

さて，母子家庭に対す1る援助には， 名1目土嫡最ま二部に軍礁

扶助法によるτ狭助」があり，・1つぎ鱒母子保護法盗よ る

「保護」 があり ，・ 最下部に救護法による1「救護」．があっ

たと考えられるが，築際には後2者は大同小異の援助を

行ったのであり，ドこれに比べて軍事扶助法の機能は図抜

けていたのであった6こうして，r国家政策の上で，，軍人

遺家族である母子世帯と，』それ以外の貧困母子世帯とが

峻別されることになるのである91。・σま、り，1すべては，

軍事体制化の健民政策という視角かち判定されたのであ

づて・この見地に立ズばト母子保護法第き条め欠格条項

　「性行其ン他ン理由デ子ヲ養育スル昌適セザル母」は，

すなわぢ「よき軍人を育てられない母」「といろ意味に理

解せられヂ国家がこのような女子に対して∫1生きる資格

を与える こ・とすら否定的であらたごと1も納得でぎるので

ある。』 〕．』 　　　　　　：； 　』 r・、＝」．．

　、さて，これまで母子保護法制定の事情と本法の性格お

よび撞会政策上の位置をみてき牽わけだがレそれではi

被保護母子め実情はどうであったろう薦昭秘3年当時

厚生省児童課にいた小称智恵の視察記6，にこれをたずね

てみたい。彼らの実態はおよそbぎのとおりである。「

彼らの住居は，通風，．採光が極めて不良であ．り，畳の

汚れ，・押入の破損ヂ勝手元の不潔数想像の外といった態

である8’家賃はほどんど滞納し按“るも三扶助費との関連

でみれぱ・ r労働収入がある場合は扶助額からそれだけ差

・し引かれるかち，・労働収入のあるなしは生活程度にあま

り関係せず・ いづでも家計は火の車である。また，扶助
　　　　　　　ぐ額は1日1・人平均20※30銭であったのに対し，当時の、1

日の生活は最低50銭はかかうたので∫ ＝家計の収支は全く

あわない5L㌧この帳尻を合せるのは，』・いわゆる隣保相扶の

関係であるβ米も味噌も近所隣りでやりくりしあってお
・り，卜 中産階級には想像できぬほ ど互いに世話をしあって

いるずしか1し爵方では， 見子、どもが小遣銭を多く使 うとい

う下層階級特有の悪習もあり，㌔また，なかに嫉，法によ

　　　　b＝「デ∫一 一　1’． こ プ・ 　1∫汀　｝

らて催人に同情救済されることに慣れで しま う母もでて
1くる6「 び．　。．

　小林はおよそ以上のような見聞をふまえてドつぎの提

案を．する。 ト．

　．①保護額は最馳活費、と同等であるべき1こと
　・1②居宅保護4）ま、までは母の指導教化も“母の授産指導

　　もままならず，母子ホームの十分な設置が望まれる

　　こ二と　

　、③家庭の事構に応、じ一 徹底的に仕事にょ？て救済する

　　こ とr

　 各項目についてそれぞれ，その後の経過をみ．ると，・①

については， 1戦争激化にどもないダ軍事扶助法，』一母子保

護法パ救護法のそれぞれの扶助額が上げられたがゴ、実質

価値は必ずしも上がらなかった6．ジぐ 　二？ ’　1．貰名

　②の授産指導について．は，』昭和14年に軍人遺家族嘱託

制度が設けられレーまた東京女高師ゼ1奈良女高師および各

・府県女子師範に 「戦没者寡婦教員養成所」 ・が特設され，

その売面の指導は充実二していらたがド母子保護法の対象

に門声は開かれなかった。また母子ホームの充実にづい

てはi・軍人援護を目的とする母子ホ這ムを除けば’依然

どして1 民間のやむにやまれぬ気持から発した事業に任

せられ之いたと・いっでも過醤ではない。戦争末期に秋由

で生まれた朱婚の母の家などはその典型であろう勉61抵1

　③については，多くの母が国家総動員臨戦体制下の軍

稲産業に吸収されていらたが， それは自己の健康と子女

の養育の犠牲をとも なら文 いた6ヅ 』』』1・ ・』，，i∴溺、 気

　太平洋戦争が勃発してか・らほヂすべ七ヒ戦争が優先し

たb軍礁援護がすぺての社会事巣を圧衝しヂ社会藩業は

翼賛体制下に入ったが，母子福祉も例外ではながらた。

ぞう1いった状況でわずかな光明をみるとすれぱ訴貧rしさ

の中の偲性の健在であり，・下層階級の互助の姿であり，

全国の婦人方面委員ならびに訪問婦1そして母子ホーム．

の献身的な実践であらた。戦争は容赦なく新たな母子世

帯を生んだが・当の母は，体制下の貧苦の中で国家のた

めに働きながらゴ子を想う愛情を失なわず，』 』しかも戦争

の駒である他なかった。われわれはち この母子の姿，母

の本性に母子福祉の積極的根拠をみ，・ これを理念として

運動を展開した人々に敬意を表するが故に，これら母子

の幸福を，・ あるヤ・は後退させ，ヒあるいはな：じ崩しに！した

当時の軍凄体制を否定し1』1その幸福破壊の帯造を明確に

しなけれ憾『ならなレ、。
二．
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「　　　　甲

川西1＝わが国におばる母子福祉政策のあゆみ

　　　　〆『「：　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 覧

』皿』』戦後母子福祉政策の変遷・

、r
1　り

イ ”

　・軍黎体飼1力書残しだもめ壱ま』』要保護者4）群れ一であぢた。・i

敗戦直後め困窮者は800万犬砿上ると推計されたど政府

は占領軍の指導下におがれヂ’これら困窮者援護対策にと

りかかった◇戦後母子福祉政策の当初は汲二の敗戦処理

施策 と軌を“にした乙』∵ゴ　 1 県昭　bl」 ’

　困窮者あなかでも13当時野最 も世間あ自を惹レ、たのは

戦傷病巻乏軍人遺家族と菰児⑤浮浪児窓あちたよ遷れち

の人凌め群れは碁証会事業対象発生原因としそめ戦争

1が’他あ原肉より電庄倒的｝こ抜き元出ており，』 すべ筋
階層をまきこんだこξを示し七V・たポ』い1∴』こ11’本

ン本章ぞ｝ま1」畿後処理亮始まる戦後母子揺祉政策ゐ変遷

を辿るとどを目的乏もて》～るがレそゐ際1 毎子寮を除く

戦後母子福祉政策の推移と戦後母子寮の法制度上め推移

との12つめ部分に夫馴し1』さら比前者を，母子福祉を含

む生活援護政策と母子福祉面有め政策に分け」ζ論じるこ

とによち七∫rそゐおおまそす）流れ4）把握を試みる芒乏と

する5 ；　r　・〕ドゴ・1 li熟・一leゴ1・1∫
、』』r

F 鴬 1冶ヲ

　なお本章の構成は，た母子福柾政策のなカ」でも1 ’1どりわ

財母子寮を浮き彫り忙・し淀㌧～る6・そめ第1め理由は，一〆母

子寮て母子糸一依ンが母子福祉政策ゐ成立以前かち今白

従到る1まで〆母子を面有の対象2ゴし亡営「浸 ど努力を積み

重ねてきた施設であるにもかかわらず1二母子福祉政策の

変遷の過程廼は，恥うでもその法制度上の位置が問題に

』され，轟・まだにその論議に終止符が打たれズいない『とい

う特殊な蛮惰に．よ渉ており1筆者はここ」でその論議を総

括しておきたいの廼あるよまた第2の理由は∫1接助方法

銘）観点がちみ｝て》も，』，母景寮が無を：ま1る柔ご1ど抱えこんだ

生活の場特あると》ト三う点1でレ…後かぢ生まれだ母子福祉賭

苑策’ζきわだ翁てヤ｝る・ζとに留意：し， 二ζれ』を特男虫F録う

鋒1とが適当之考えたので孝》る6航：、・イ・y 1『丁 ，lF ギ：、芝》じ

tり』’i｝ V（ドrき「L　i　l「 【・ ζ　・ 　1＝1』＝ガ1 1 』チパま〔♪尋　’
累騨母購鷺範轡・i，・

、。
茅．，鴬1、、究拶｝膨． ゲ壁騨麟てブ、、、ビ．、．、
、．「

』姻） 、母糸福祉を含む生活援獲政策デ の． ヒ　ヤ以＝ 』
…』

　自）（旧）生活保護法㌧．』 「し．1』』1ヒ弥　“、．穴 』』しV訳・

㍍昭和20年12月15日£ ．政府嫉GHQの指導のも1と・K生活

零窮者緊急生活援護要綱を決定， 輿施する。，「要綱」蔭む、 1

従来の救護法i：1母子保護法ボ 医療保護法， ．軍事扶助法お・

よび戦時災害保護践にかわって緯嗜的援誕を目指tも¢）

であり謎．これら従来の救貧法的諸法の統合の先がけをな

すものであった。そして，これに続いズあらわれた統合

法力；1－ri昭和21年9月9．日， 政府が，1GHQのいわゆる公

的扶助に関する四原則5レ を指針としてポご制定公布し牽法

律第17号．（i日）1生活保護法であるす汽 ン』i『ぴ二、冠『 1乙，　、 ゴ読．1

，＝＜旧）、生活保護法はジ1 丁およそ生活保穫を要する状態

にある者」・に対、し，r鼠曝無葦別平等娯毎誕す琴き9鳶2

明記1してお．口窮、ζの意味で，，本溝ξ成立曝や炉国り奪的霊乗

助史上画期的な出来事であっ挙帆 しカミ：レまた母子福祉の

観点からみれば蝋律来の掌貧諸珠炉すざズ廃血ξ診準芽

とは貼母予保護法の消桓靭隷貧珠的悔格の呑責充食曝収誉

れズF． 戦前の』 「揖難保護↓の穣揮的特別法的悔格疹隼か

・されなか。っ だ・ことを意5衆してて㌧・なの二で冷r多β、

蘇2）∫．児童福祉法 』．・ ㌔諭‘’バ構C・11♪：』、！．』 閏r『、｝、．

　戦前不母性保護連盟」に結集した婦人運動家らは，一敗

戦の翌日から未亡人対策の樹立を訴えジしその健在ぶ咳を

示していた3㌧｛、昭和20年秋ごろからジ3；葉保育園新宿旭

町分園に集会．じ；S当該聞題を語り合う彼女・らの交わつは

「母子間題懇話会」・と呼ばれ，・その磐ソび←越それぞれ

敢界や社会癖業界で重痴、罷、ら麺※各方面で糞要な役劃を

卑うようになbて恥づた6唄召和呂1無弓耳鱒嫉ら竹内茂岱

が国会に送られ〆同年12月舞．印等ヂ、即高 レぜ．りが厚隼省

中央社会那業委員会委員瞳選曜れたム、 二う影揮，1錬女蔭

はGH　Q指導下における母子福祉敷策策定Ω前線に重2

・；とにな茸，，その影響力嬉戦前の活曜を凌ぐタ亀ζ犀なる

のである6一 、べ∫辱一、111 し　．、r㌧d．・、穿．1．寄一』 汐ヒ凋二綴譜

。昭和21年夷月弛政府は厚生省毎会局頓接護課を毅置

し，．母子および児童の保護に関する察頂なンらび礁保實隣

保に関する事項を所管させたが，、 当時の最大の課題乾さ務

よンリ根本的な戦災孤児ヌ浮浪児対策の樹享酒あね糞擁三

のため厚生大臣は凱昭和21年12月戸中来社会礁業委員会

に児童保護礁業強化徹底の具体策にっぬて諮問：した蚤薙

れが昭和22年12月12日児童福祉法制魁倒る重要券論譲

の緒之なり霧約半年後ぞ：法卸定の奉本的肇勢象｝2ぎφよ

二うに誕われたδ葦ド
い．
二1・、C ．1』r1．』1∵．1聡kマ、報キ驚ぐ赫

　』．「国の将来は’現在の児童によ づて決せ1られるよ敗戦、

個本が郵将来，。昆主主義に徹底して文化国家と1蔓擢力強

恥歩みをするためには，．・現在の児童の健康を始め詠そρ

福祉の増進に，・特に深甚な考慮をはらわなけれ礒なちな

恥よ（（曜和92年7月26日児童福祉珠案要旨）・，、三ぬJ

なわち， 特殊問題児産に対する福祉の怯律』で鵬な

、くレ：，すべての児童におよぶ福祉の法律が・目指さ処1たわ腰

矯ある』』r∵ 』
、Fl’1 　． 『一．ン 1、・ 鷲ゑlii ：

ぐこ：こでザ児童福祉法制定過程を母子福祉の視角か2》な

がめておこうo、1 』．　、、 ＿．ll．i　l＝』．二さ1試∫1昏誹．
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　本法は，昭和21年9～12月，厚生省社会局援護課（後

に児童局企画課）の松崎芳伸らが中心になづて数度，『修

正立案した児童保護法要綱案を原案としているが，この

起案中には，、 母子間題懇話会の植山つる，、伊福部敬子の

両氏がたびたび松崎を訪れていることから刈，要綱案中

に彼女らの思想め」端が反映されて恥た．と考えられる。

しかし1要綱案さは孤児・ 浮浪児等いわゆる問題児に対

する施策に焦点があてられ，すぺての児童忙目が向けら

れてはいなかうたら：このことは，』要綱案が論議ざれた中

央社会畜業委員会児童像護対策小委員会でドただちに議

論の的と松り1曜和21年12月30日松崎恭，・｛。山高しげり，

河崎なづ1 山田わかポ植山つる，山崎遣子ち．・「懇誘会』

の意見を傾聴するに及んで塒ジ本法がド・一般児童に光を

当てた明るい前向きの法律であるべきと とが確認された

のである。ご．う して，総則第1条前段にll「すべて国民

は，児童が心身ともに健やかに育成されるように努めな

ければならない」 とあったのが， 、「健やかに生まれ，か

つ育成され…」と修正され，・本頂の基本に「母性保護』

の理念が生きるようになったのである。

　その後1 要綱案はゴ F小委員会で都合8回にわたらて修

正，追加され’曜和22年8月11日児童福祉法案として第

1回国会に提出された。・国会審議の過程では多、母子寮の

法制度上め位置づけに関する論争に端を発し， 母子福

祉1 母性保護に蘭むて実比多くの時問がさかれ， またそ

の内容は大変ミ1グロ嶽貧困母子の瑛例から，高進な母子

福祉に関する識見まできわめて広範囲に及んだ。

　たとえば，1山崎道子はつぎの意味の見解．をの1ぺる。

「児童福祉法案は」般児童を保護する法案であるが，．母

を離れて子め福祉はありえないから，この法案に母の保

護を含めるべきであり吻，さらに同様の理由で，本法の

主旨は児童福祉法というより母子福祉法と表現されるの

が適当ぞある；8，ち」 づまりここでは，母子福祉が児童福

祉め根拠と！されたの愚ある。

　イ斑性保護」こあ蓮念は， 総則前文において，母子保健

ならびに児童の健全育成の視点をとり入れることを要求

．し，Y＝また本丈中に母の保護施策の規定（具体的には母子

寮め規定〉め必要を訴えるぱかりでなく，児産の福祉の

根本が母子の福祉であるのだから，これを法律の名称と

して表現すべき¢あると主張するのであった。

　しかし，そめ1よ1うな議論の末，本文中に母子寮の規定

は設げぢれた燭．のφ許現実の施策実施の段階で行政当局

が住宅政策φ芸部のまうな取り教いをしたため・上記の

高遭な理念が空洞化し，本法成立後の母子寮の実践に支

障をきたす事態も起ってきたのであるぴこの母子寮の例

、にみられるごとく本法における母子福祉の理念はジ制定

過程のはなやかさとはうらはらに，現突には期待される

唖まど成熟したζ はいいがたいのである。

　児童福祉法案は，昭和22年11月2工日，国会を通過し，

同年12月12日法律第164号児童福祉法として制定公布・

翌23年1月』1日部分的に施行， 4月から本格的に実施さ

れ1その後30数次の改正をへて今日に到づている。

　 （3）現行生活保護法・ 、』

　昭和23年12月，占領軍が日本経済自立化の名のむ と

に，経済9原則令を出すのにと．もない，・企業合理化ゼ行

政整理等が行われダ大量の失業者．を輩出．した匙‘〕。こ。うめ

う社会情勢のなかで毫 完全就労と隼活侭護の充実を求め

る運動が生ま鑑　これを背景≧して（旧）生活保護法爾抜

本的改正が検討され為ようにな？福

　昭和鋒年9月・社余保障制度審議会は政府 に対して

　「生活保護制度◎改善強化に関する勧告』を行 う。その

主な内容は，

・①国φ塚障する最低生活嫉健眼で文化申な隼活を営ま

　、．㌧量うる程壌のも¢1であうこと・

　②傘的抹恥は権利とレて諮求できうものすするこζ ㌧

　③生活保護担当職恥よ一定の資格を必要とするζと ：

　④犀生委員は協力機関 とすう；と
　⑤新た㌍教育扶躰および住宅抹助をρ‘ ること、

等であったが，昭和25年5月4日・、ζれらを骨子とiしな

がら，医療扶助引き締めを含む⑥現行生活保護法が公布

　・施行されるのである。

　このように，改正された画般公的扶助立法は。法文中

に母子加算制度を規定し，母子家庭に対する優遇措置を

設け，昭和24年11月の母子福祉対策要綱とと もに，u貧困

母子家庭に対する基本的援助施策となづた6

　1（4）戦傷病者戦没者遺族等援護法，』，未帰還者留嘗家族

　　　等援護法，恩給法の一部改正による法律．

一戦争の直接の犠牲者である遺族ヂ留守家族に対する国

家補償は，昭和27年4月28日平和条約が発効後ゴ すなわ

ちGHQの指導を離れてがわ行わ額押％曜和甲年チ耳
30日，戦傷病者・戦没者過族等弩穫濠渉公布』’施行され

昭和28年8月1日，未帰還者留守家族等援護法ならびに

恩給法の一部改正によ る法律が公布1』＝施行された。これ

が軍人遺家族に対する国家補償の表現であゆた。』

　、戦筋病者，戦没者遺族等援灘による遺族年金または

遺族給付金，・未帰還者留守家族等援護法による留守家族

手当，さらに恩給法の｝部改正による法律に定められた

軍人恩給または遺族扶助は，当時全母子世帯の35％を占

めた卿戦没者遺族母子に対する政策を部分的に担った』’

　’（5）．．公営住宅法　・
’

　戦災者，』引揚者などへの応急的な住宅供給措置のあ
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川西ヱわが国にお、ける母子福祉政策のあゆみ

　乏鈴昭和26年6月：4日111公営住宅法が成立するε本法に

　よる公営住宅とは，地方公共団体が国庫補助をう嫉七1一、ン

1主として低所得の住宅困窮者を対象に建設供給する住宅

　壱いい，第 1種，，第 2種および特定目的の公営住宅があ
　り1』それぞれ所繰の上限の制限等募入居条件が定め1られ

　一ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 き

　　母子福祉政策ど本法は，昭和30年風月業日第’2種公営

・住宅の中に“母子住宅として←定の枠が設けられて以来
、・ 接な関係を保りようになる6づそれを簡略セご追6てみる

　．こ1とにする6：ヒプ、』ド 3レと 』’』』 心’1卜r 』ご応 ンr，；さ一・1 き

　弓昭和30年および33年にジ建設省住宅局長は討公営住宅

の久居者選考の際にはデ母子家庭を函窮度が最も高トめ

・砂どして優先的に取り扱戦 』母子家庭に対ずる低家賃住

臼宅供与を促進するよう通知したα　　　　　　　1。、＆†

　ご昭和34年．3月には弘建設省雀宅局と厚生省児童厨の申

　、し合わせで続母子寮退所世帯を優先じで入居させる母子

世帯向公営住宅の建毅が指示されたら恥・薮ごr、 』｝ ’

』さ昭和39隼7丹には』ll母子福祉法制定にまら：て∋ヨ公営住

臼宅建設の際に母子家庭の公営住宅ぺの優先入居，1；母子世

諾陣け住宅の建設，し家賃の減免等の母子世帯に対穿畜優’

∫遇措置をとるこ乏が制度ゴヒされたず』 ．㌧

・鴛i、－ ，r、1

一．1昭和40年4月には5建設省住宅局長より，・公営住宅め

←定戸数を母子世帯向け住宅と’して建設する従来のや1り

1方を改め，一般公営住宅（第2種）のうち一定戸数を母

テ世綿映するよ う擶鱗あ號。一・◇rl ヨ
　三1ぞしく昭和46年時は，，第f種公営住宅にまでこれを広

1げた。　　　　　　．こ 誘31 流』瓜 　：i』、2・ L‘・
［，

　：与とれらめ措置によ『ぢ寒触され泥母子但1帯向け公営住

彪｝ま紹融恥ら51轍壷1駒26，伽焼楠れ．
1押．・懐蟷 …厚生省の母子繍調査によちえ母亭世帯め、

＝第2穏公営住宅入店割谷をみ1る乏デ31年度調査漣は詑全

母子世帯中L9％の入居率であったのが，・銘年度調査で

歴ば㌘溶％に増え重いるぴ母糸家庭の自立には，1こ住宅問題

の解決が乙莉決である1二ごとを考慮すれば1」ビ4）施策の流

ン締数勃変化縛蠣げ・⑩意味では確がにこの方

面の施策は充宰し文きズ恥るも1△ぞ『1 』”
11｝』

宏宗
rl、なおヲトかかる優遇措置ば謬母子世帯に対してのみとち

れたのではな∫くP老人世帯，で心身障害者世帯にも同様め

譜騨は嬉れ櫓二駕ll題瑠』』r軍ll☆1・ひ

榊鞭脚難鯉簸確徒に係蹴識旗づ硬
　　　め国の鐸助に関する法律　　　　　　』ン漏≦殴柴

二紹本法は昇市町村が経済的理由雁よ∫づて就学困難な児童、

、ぬ稼護考に沸し夙学用昂若む‘嫉その角睡入費1筆通学｝こ要

．』鏑…蝉費膣燃騨獅攣瀞す糊合凋が予
；算の晦囲内でこれに要する経費を補助穿る議とを1と一ウ決

　めた法律マあ丘り1 11昭和31集』3月30、日に公布る．ε施行．され

　た5なおヂ修学旅行肇に姶吟ては34年かう実撫されたの

筋り紹稗年晦務瀟欝校の翻嗣勘鰍
　に関する法律が公布されてからはヂ本法の丞学期品若レ
　　　　　　い　．惹曝その購入費土に？めて同法¢》規定が適輿される燦，う

　になづた5獣｝二埼救 照・舗1ゑざ』話巳ア：雪罎 し芽塁γ・

添法卿馳嫡騨者瞬生酪灘魔腰勲
麹う鰍蘇嘩耐即な厨もρ煙保護卸幽ず
る醸に困窮して略⑫瞬れたので調蜘子蹄
争鱒噴熱翻‡騨転．11蕪獣渠暮』1．
講獄．このほ耀鞘騨概．騨伽よ雌灘絃
に通獣て鵬齢1幣騨磯】鯵馨継嘩騨株
β合，の就学奨励壱章関声る法舞㍉（曜和罐9集β月、柔日溝律第

14婦） は哲騨璽鱒ま施揮》》う窮紬
　げ葦①1『i国民年金法協薯，議．＄爵 笥∫タ．～．蔚 r、∴ 。＝ル

　じr昭和34集盗月現日奪布弓和年1環4月塞り麺行商匁た

嚥年金灘・・醐畦嫡織勲1酋樋麟騨‘
る・細こは諺締嵐嘩欝鋳φ他瞬雅針
鞭子年金雌艀藪壁搬年傘瀞野雛年金
　が規定されて硲冒ζ雑拠出制軍曝南葦が塑出要件．を満た遣

如賜帥救謙鷲鷲働堕1：重母粥微策の辮

腰脳蹄⑳よ諏撰幣か鮨般母弛榔蹴
る響塚とな瞬転顛難粋き淵 ：ささ▽磯1
　。本法成享鑑城奪傘国零糞湊廓体協議会。（昭和器年垂1月

蜘輝繭齢殉鯵）螺稗年以来騨レ鴛
売運動が大ぎ蓼推進オ，彰な？売。：lr．ぐ，1三∫1

恕
；＝

駄
振室毫以外にも各種蓉叩鯵姿奪る翠族年金等所得保障

があるこが1ここ恩泌鯵掘6瀦・l こ』∵ 1爆1「』？・、

奇1⑱搾所得税法醇卑方税法1：rべ図一＼』r帰li・叡こ』：欝1

・画得税舐（脚塒3聯購鱗33号〉第8壕緯
磯撮法瑠梅卸騨購騨296紛鋼織
第34鱒に寡雛除磯砂あ厨これは訣と死鷹・

1燐灘郷筋凱婚拠1媛騨鋤加蜘妹牲
死棚ら擬な嫡鯨醜鰭か！獄獺即樋婦
鷲対衆す観嘩騨即鋤騨り騰宰獅奪
脚講づ粧鰍磯嚇麟麟課税鞭瞥確斌

　寡婦控陳瞬子蹄吻衝騨優遇措置と勧て
諮、リブニ昭秘讐胆隼幽車灘醸年豚歎深窮嬢準除

限度額力導1き垂ぜ財螺暑路郵｝茜のセまかK珠左鋭識ぐ

すきる母子孫祉団警雫攣亥章輩舞郵鞭炉おそ転・、ン乱や云、

r二12ン㌧貯福祉騨φ聯陀1堺』黒▽ ゐ二1と増㌧r
＞（1）ま母子福祉対箪要樗ll濯桑iし．G、1』1ヤ、〆じ、蹴　，景、

・癩秘年8月田雛厚覇樺局鯛子世棚李に
頓為と“’ 数6エ0‘218、想滞の》ち1催活保誰を舜げ講そ』1
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るもの173，284，1保護を受けてい ないが生活がきわめて

困難であるiもΦ・103レ529，’保護を受けでいないが余裕の

ない生活であるもの 224，28111 生活に相当の余裕がある

もの工曜趾なっていて・母子世襯音が締のない

生活を送ら、ていることが関らかになろたぴ白般家庭と比

ぺればその困難度はさらに著しかった。この窮状に対応

したのが，昭和24年11月30日ン閣議了解により策定され

た母子福祉対策要綱であり，「同年12月魯厚生窮務次官名

で各都道府県に通知された6「＿～へ1ン、，＿

　「要綱」の実施項目には詳①公的扶助あ徹底 ②母子

居住環境の改善l　③生業援護の促進，』④母に養育される

児産の福祉・⑤その他課税比関する事項等⑥弘報活動の

援護， 力腱あられていて，、国および地方公共団体め総合

的母子福祉対策への取り組みを示峻しだ。

　ところで， 昭和24年3月第5国会においで，』衆議院は

下遺族援護比関する決議」 を，参議院は丁來亡人並びに

戦没者遺族の福祉に関する決議j∵を行なっており，・これ

らは母子福祉対策要綱に先行し迄“るぷしかし，、両者と

昭和27年忙到るまで法制化されずて前者は戦筋病者・

戦没者遺族等援護法に1： 後者は母子福祉資金の貸付等記

関する法律瓦結実する），その法制化がIG∫…Qの指導を

離れる時期1と一致しているのは興味深いピ』 P㌦

　（2〉母子福祉資金の貸付等に関する法律』

　、他方，・ 民間団体は，関係方面との緊密な提携を図り，

母子福祉を円滑適正に進めるたあ24年fσ月末に母子福祉

対策中央協議会を組織した。参力臥じた団体は，一』日本社会

礁業協会ド全日本民生委員連盟∴母子愛育会，．同胞援護

会，全国授産事業連盟，全国母子保護連盟ド日本遺族更

生連盟の7団体であった。また丁鰯議会工の主な寧業は

①母子め自主的，11互助的活動比対ずる支援協力，②参加

団体および関係各方面との定期的連絡会の開催等であっ

た♂1Y二 ス　閣 lbl＝lr 』 ’』』lll』こ蔚』一』江
・』

訟∫・「協議会」　は後に母子福祉政策の推進力［とな二った民間

画体｛「全国未亡人団体協議会∫結成に大恥に寄与する こ

とになる客‡略和25年3月，㌧「協議会外ほ全国宋亡人代表

堵会議を鴎催し酒本会議にお》、宅全国朱亡人団体協議会

　（以下全未協と略す）の結成が決議され，同年11月29日

結成されたの肇ある。　ρ　ll　rン1’1』
1
i∵』ン』』’

戚全来協は結歳後間も な駆登26庫まめジ向胞援護会， 日

禾極会泰業協会ド全国民生委員葦盟が統合されて生まれ

た中央社会福祉協議会（以†中杜協アと共同して，母子

福祉総合法の制灘動を開姶し博蛾昭和26年9月に

は，全未協は厚生省，中社協ど母子福祉研究会をづく

＝り乳体件を協議＝し坑捻7年2、且1』希望条項にま どめて衆議

・院厚生委貫会母子福祉小委員会に提出したポ希望条項の

冒頭に「単独法を必要とする理由」があるがi その後半

部は次の通りである6

　 「一’噌従φて，社会はi、子が健康なる社会人として育

成されるために，母子家庭に対しては，父に代って母を・

保護し， もづてその母性的任務を完遂せ しめる義務があ

る。

　母子世帯の扶助については，この母性的労苦に対し，

特別の考慮を払うべきであるとともに，母子不可分の原

則にもとづき一家を離散せしめないように務めなければ

ならない。更に母子家庭を更生させるためには，母の経

済力を助長する必要があるとともに，子女の教育につい

て・も特別の考慮を要する。、また母並に子女の就労につい・

ても，現存する悪条件の打開に積極的に協力する必要が・

ある。」

　つづく母子福祉法案起草の作業は， 希望条頂の達成を

期して，昭和27年9月，ず全未協と全困社会福祉協議会

（中社協改め）合筒セ始あちれた。そして， 同年11月，1

全国社会福祉大会で，、母子福祉法即時制定の決談が行な

われたのである。

　r“方， 政府も戦傷病巻・戦没者遺族等援護法の施行に

伴い，人口10万以上の市に国費をもらて 「遺族並に母子

相談員」・を設置し》　また同年11月3日セこ配ま母子家庭貸付

資金5億円の補正予箕を発表して，民間団体の運動に応

えた6　1　　・』 ‘　1，』　　、÷▽、』・』』唱’1rl 』ゴ・

　以上の経過をへて昭和27年12月29日“議員立法1！ ．法律．

第、350号母子福祉資金の貸付等に・関する」法律が公布さ

れ，翌28年4月1日より施行された。

　本法に規定され』る母子福祉貸付資金はら 隼活保護法等

の金銭結付とぱ違い，資金貸付の後，『㌘驚期間を今て償

還さ机う融資であ り，1レた揮ってドそ ㊨躰源セ敬よ，、国夢

．よび都道府県が緯入れ多原資ぐ傑還傘があてち劃う；．ζ

にな1つ』てヤ、る。　 　、：．『・ ノ＿
、

．i・試説－乞耶

．、ま た，本法による貸付資金の種類は，、当初生業資金

』（昭和35年，凄業開始資金と 改称）， 支度資金風昭和4（レ

年，一 就職支度資金と敢称），技能習得資金』∴生活資金‘』

審業継続資金，修学資金および修業資金のマ種類であφ

たが∫昭和31年に住宅補修資、金（昭和題6年に住宅資金と

改称） が；，昭和38年に転宅資金が新設され丈てg種類とな

った。また昭和35年には母子家庭の就労促進“職場開拓

τをはかる趣旨にょ’り偲子福祉団愁鶴救愛るi黛付卸度が飢

始された。　　　　　1ぎくδ安沢凝、廷｛IQ育Q

　また， 昭和27年11月か：ら28年13凋二ま詩5｛ケ月間にわた

づて設置された「遺族及び母．子相談員」1はレ、本法に規定

さ・れた母子相談員御0度で＼と発展解消二したレ母子相談員は；

ヲド常勤とされた。． 』1、君き』i募ご1尽∵1i桑 』11（
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川西蜜わが国における母子福祉政策φあゆみ

　　　　　　　　　　ノ
』1さらに本法は，ゼ国ま』たは地方公共団体の設置し摩事務

窃その健の公共施設の管理考は，． 母子家庭がら申請があ

った場合，
，へ の公共施設内において新聞，・雑誌シた憾こY

事務用品， 』食料品その他の物品を販売する売店を設ける

こと，まだは理容業， 美容業等の店舗を設置する、ことを

許可ずるよう努めなければならな炉と規定しヂ 日本専売

公社は』たば；専売法の規定によづて製造たばこ小亮人

の指定申講があづた≧き礪，・；、れ㊨指定に努めなけ耽屡

ならない≧錫定しだ♀，。 この規定セホ）1 昭秘9年制定の母

子福祉法に引き継が診るこ、とになづ1た。1㌔

　．以上の内容を持つ本法は， 運用面の改正や困庫補助率

の引き上げ等の改正をへて，ほぼ全面的に母子福祉法に

吸収されるのである。1しかし， ξのように内容をみて く

ると，・ 本法は， 名称にも表れているように母子福祉総合

法ではなく限定法という べきであり・ヂ全未協等の当初の

希望がかなうたとはいいが穴いの，であるずと ξ参が，き昭

和28年2月13日，・全未協≧全社協蠣謝会を．催ll レてy、

る2り。 ㌔抗議会ではなく感謝会であった≧いう事実は鶉全

未協等民間団体が母子福祉法制定運動を段階的に進め牽

こ≧ 臆味する胴時に，未来磯子福祉法磁小殿

格をも暗示している4）であう。一※： ∠1げ凸 ．、r

ところで， 昭和27年9月．1一日現在厚生省児童局の全国

母子世帯調査によ れば，」』全母子世帯数β94』す60¢1う、ち，r

27％が生活保護法による被保護世帯であり，二．：憲れを含め

て46％が生活困難を訴えている61また，二1生活困難を訴え

な嫡囑どう跡蝋』ひる醸であり・1 生瀧余
裕があるとみられるも、のはぎわめて少ない。 さらにゲ子

どものことで困っている母は全体の81％を占め，， 「子ど

もの面倒がみられない」1 「養育費嘉教育甕の不足」 等の

悩みをむつものが多いぶ民間団体の運動に加え、て， 以上

の調査結果が本法成立に大きK寄与したことは疑いえな

い。
しかし同時にドこの閥査は，1本法が母子世帯の救済

策として，は未だ不土分であるこ とを示唆しているように

思えるのである。厚生雀当局は，1〕以後も．ほぼ定期的に調

査を行ないヂ母子福輩政策の策定に活用じているよヒ、

　（毒）1 児童扶養手当法二薗　』1』一1＝削ノ 1』』』一．シ』

1』略和34年め鼠民隼金法成立によウてド死別母子世帯の

｛生活保障が一歩前進してからは，その頃次第に増えぐぎ

だ雌婚をはじめどする生別母子世帯の援助に論議が集中

するよう，になづrた51昭和36年8・月1日現在厚生省児童局

による全国母子世帯調査でに，、、生別母子世帯が全母子世

帯の22．」％（生死不明，不詳を含む）を占め，さらに増

え続げる様相をみせていたφ｝そこで，ムこ㊨よう／匠多数の

盗別世帯に対してジ できるかぎり広鱒瞬にわたる児潅福

、祉施策とこして考案さ、れたのが， 国が父と生計を同じぐじ

ていない児童にρ硫で児童扶養手当を支給する．こことを規

定した児童扶養手当法噂あったず本法はぐ昭和36年江二月

29日公布され， マ翌年11』月丁 日1よ』り施行ざれた嵐烹》』ごヅ．

1その後本法ばし：ばピぱ改正されるが請報索の支給額⑳

改定のほか鋤，主なものはつぎの4点に要約できる6』㌧

』①児童が障害児であづたばあい，』その障害の範囲が拡

　　大されるようになり，支給の年限が20歳まで引きの1

ン、

唖まざ耽る1ホ1．う 嬉塑づな’こ1と，船』一♪い㍉沿．

　②昭和47年堀木遜訟判決殖よ，ウヂ母事た捻受の他4）養

ゴ
1育者が老齢まな腓睡畢者であかなばあいガ睡害福祉

、算年金と老齢福祉年金と児童扶養手当の併絵が認めら

　．れるよ、う吃こなつiた．匙と年ζさ1．ン
・『

　③昭和50年1宰給対象児童の国籍要件が撤廃されたこ

　 』と一：、『：・、ゴ＝い．コ 、ジ 下ll∫♪：1・． ：1
1』 ド1；一：∫㌔『、1

二 ㌧

④昭和駄年から3年計團で支給射象児童り年限を義務

　　教育終了前から18歳未満まiで拡大レたξξ＼・

．、なお，コ 本法制定の推進に大き獣寄与をし塵¢乏嫉総昭和

35年8月の児童福祉織会r児童福祉行即届噺強化ド

関す，る芯見』；1中艮多置ゑ興量編数討填弦侮㊨募雪冷？、奄。

；㊨意見県串購二曜和畢隻真些貝り困連綿会Kお嫉多児童

権利箕言蓼う・け，な影 ≧夢脅導ヤよる感｛ll』』〔〔1一』』』．

．、④、、母子福祉法1、1 』F 二1’
；

、二＝’
｝1 』　，i』唐』ゴし、ぬ

子福祉政策賭昭和2Qi年代Q題族採護中心の旗策か、

ら，・・30年榊離醐腿瀦願・｝・聯に搬駅家
庭の福祉施策へと緒大してゆく。こ紅嫡児童福祉政策が

蘇護腿騨姫魂旗煉鵠転郷鷲睦す
動き1と動？・駒熱母綿鰍策乏む児鵬鰍策か

卿桝分家振鮪岬膿形戯∫轡野薙の
福祉蓼目指レで℃？な搏舷回時礁侮方で購，ざ二送婚蚤れが

識臆福鰍策熊搬担うこ礁鱒りで樋22，・
ζφ歴史セ凝昭和寡年の母曇観祉射筆要織弔雄ま防昭

和3簿7月 旧1の母鞭購公礁貨嚇？奪・、 窯応の

終結をみたと・考えら、れる。 1し∋’・

弩
『“　　　弦隻；』’』・、ll．院

　母子福祉法は4章から成っ，ている◇㍑1燈、1 郎，㌶

し第ユ潭総則には録本法φ月的≧理念，．国及び地方公共

団体の責務≧母字家庭の母の自立への努力の指示， 弔偶

者のない女子の定義跡ぞして児童福祉審議会疏母子椙課

員，福祉脇聯雌類鍛割醐文化熱徳御
、、錦2準福祉の措置で嫡な貸付資金の種類，．母子福蕉団

体頓対す裂黛付却償還φ象除規定，1』都道府県の本法嬉騒

する特別会計，，1国φ黛付率lii、1売店等の設置の許可，ウ専売

品販売の許可，誓公嶺住宅株給犀関す多特別の配慰、 そレ

て母子家庭の鰍び臆φ雇用に謝る協力棚示鱒

ているo
二』 』澱 ド、1！ 、貧鰹二X「一ピ　， 1rン ∫』、戸詠ン弘顧公

　第3章嫉，、母子福祉施設の規定であう6’略イン い立11
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』第4章には∫雑則・とじて大都市の特例が書がれている。

『．本法はド‘似上の施策によって←般母子家庭の経済的社

会的安定をはがる母子福祉総合基本法であるとされ， 母
子福祉資金貸付等に関する法律〕（以下旧法とする）はこ

れに吸収ざれたσ』「一．』　 ’．1 ，r 擁、、　

』＝本法を旧法ど比較して1削除ないし追加状況を分野別

にみるど以下のよう である。・．．r＃．τで二1歳、、

　①貸付資金については，ご旧法の規定め特に重要な事業

　・開始資金，：・修学資金，・技能習得資金めみ本文中に明

ご示され1．』そめ憩の資金貸付ぼ政鱒項とされた（全

　 部そ亘種類）ξr まだ旧法ではレ7貸付決定の際，，都道

　　府県児並福祉審議会の意見聴取が必要とされたが，

　． これは 削除さ「れた。

　②母子相談員は旧法では非常動であったが，本法では

　　、児壼福祉司，・』社会福祉主礁め任用資格を持つものは

　　常勤とする途がびらかれたぷ駄＝1ニヘ電’こ11 1

「＠公営住宅ぺめ優先入居め規定ば本法において新たに

一就設げぢれだ窃乙　’』　て㍉・ii 』』，

鯉テ家勅母およ碑童の雇廊瞬る塒ほ諏
　 ’法においで新たに設けぢれだが，1『』・こ・と従 劃5る二1ま・で

　　砥、昭和30年12月p厚生省児童肩長，丸労働名職楽安

　　定局長連名で，　「両親または片親を欠ぐ児童の獣職

‘ヅ』援護にづい《」め通知が出ざれ1』ま、だ各都道府県で

ン、は堪職の藤グ）身元保証制度創設の努力がなされる等

σな㌦ 布右があらた：。て　　ン』 』しン㌃露三 〆 協．、．「

醗勇驚磐癬簾繋蕩灘1璽編
　・r・28年全未協1とよっ て第1唇が建ぞられ，1｛1ぞ、め後各地

　r宅建詮ざ剃七いたが∫』昭和お隼4丹庭厚生察務次官
』’

栂輻祉セ渉磯噸翻ト：縮都道蘇知
頴1唾撃裾麟繍賄通矯群’これが本法への準備
　一ヲ段階どならた、ぽた母子休養永」ムにづいても∫

昭

　　和38年3月「母子休養ホー云め設置について」：め同

　　様の通知がされていた。．　…．． 1．二・鵡，㌶
、．

づぎに〆本法の実施状況例を分野別にみることにしよ

う。』i　』冒昏で》凌　　　　 　　　11㌧：ド 『．』二七1＼』
、 ㌧

＝」まず資金貸付制度であるが，． 昭和28年旧法爽施以来52

年までに投入された原資は，『国が約1路5億円， 』都道府県

が約75億円，・あわせ亡約210億円である週53∵また，1：貸付

延件数ほ約・13f一方件であり∫ 貸付総数は一536億円に逮す

る卸㌧・資金需要ほ’社会経済の変動どrども，にかなり変化

をみせで6るが戸昭和51年苧ヒは申し込み者の98％は資金

の貸付を受け之いる詞。・資金の種類別需要も著しひ変化

きみせており，最近では，修学資金，住宅資金の急増が

目立っ．ているのも納得宅きるところカある。償還率は，

昭和28年の8L5％から昭和33年の67．5％までは低下が続i
いたが，償還協力員制度等によーる努力の結果， 昭和50年・

には93。3％と上昇した2％このきわめて高い償還率は‘

貸付をうけた母子世帯の自立更生度の高さを表わしてい・

ると考えられ，1本制度の有効さを実証している。

　 母子相談員は，1 昭和39年11月末現在全国そ952人そあ，

り蹴昭和52年3月31日現在でも1，σ37人と馳8，，さ ぽど

の増員をみていない。また相談件数も昭和40 年は32万
件29レ，昭和51年は36万件蔑・，とこ掘伺様め結果であるポ

しかし，母子世帯の総数が36年度厚生省調査では1，029，

000であったのが48年度調登では626，200乙と・激減してい・

るので，母子世帯数に比べて，相談件数の割合は上昇し

ている。 つまり，母子家庭における問題の多発化傾向恭

みてどれるのであり，、相談機能の充奥がますます重要な

課題となってきているのである。…

　売店等o）設置状況は， 昭和28年がら51年までで2189G

件』ーたぱと専虎品め小売指定状況は1上記期間中の申講一

数工5，504件，指定数が6，106件，r許可割合は39．・4％であ，

るじ

”こめよろに本法を概観し， あわぜてごれまでめ磯後み

母子福祉に関係する政策を顧みると，・』児童福祉法を除ぐ

すべてが母子世帯の経済保障に関係しており，シ蓋本法た．

る本法も多様な経済保障の一翼を担っているのであり，㌃ i』

他め各種の保障政策と複雑な連関を保つことによら、てば 1

じあてその機能を十全に発揮するということがでぎるの

そあるよその意味で，本法は，』わが国④経済保障政策分

変避を搬母子蹄とい朔翻点からとらえ燦約点

であり，そこから新たな展開を期する基地とでも呼ばれ

るべき性格を持っている堂考えられる。、・

　しかし， ’本法が母子福祉総合蕊本法を銘打つならば，、

母子福祉資金の貸付等に関する法律の改善程度のもので

なくヂ第2条基本理念「すべての母子家庭には，べ児童が

そのおがれている環擁にかかわらず， 心身とも1にすこや

かに育成されるために必要な諸条件と，その母の健康麿

文化的な生活が保障されるものとする」どいう宣雷に右

っとふさわしい内容が考えられて登次るべきで凄った，

とする意見も数多い。たとえば，？ぎ¢〉見解はそg代表一

である。

　
「・・戸

？・・ 念では，・母子問題に対して総合的対応の原理

をのべながら，それはそれまでの制度を粗入れ，・1母子梅

祉 セソ ター，母子休餐ホ 胆ム を設けだにずぎなかづ

た」鋤　　　　　　　　　　　　　　♪、

　詳しぐは後述するけれども，』、このような見解は，1．主に

本法中にその規定が設けられなかづた母子寮当礁者なレ、

しは関係者によるむのであり，・その方面から，』本法に関
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川西＝わが国における母子福祉政箪のあゆみ

する批判的検討がなされてはきた5しかしポ この議論は

本法施行以来お年を経よづとする今田も未だ熟しておら

ず，本法にかわる母子福祉総合基本法の具体案は提示ざ

れないままなめであるぴ．

・（5）一 の他の母子福祉固有の政策』1一〆「・一

　以上め各決め慮かに，』1母子福祉固有の政策と・ し《昭和

47年より1実施ざれた r母子家庭友び寡嫌自立促進対策事

剰・があ靱ご禰β母稼庭の母妨ぢ・考バ遍び
に重度心身陣害児め家庭牽仕員等を希望するもの琴，二 必

要な援能を習得させるだめめ講習会を開催孝るもあで∫

老人福祉蔵棄∫ 障害者（児）福祉対策の進展にどもない，二’

母子福祉赦衆との接点をみたわけ聴ある♂二ま売昭知48年

匠はジ1ボ割度中に巽母辛家庭の複雑で専門的な筒題に対

する特別相談癖梁が設けられた6冗』㌧ ㌧㌃・』1・、、

』』・ らセ鉦昭緬b年io月発足しだ’隠争家庭介護人瀧

事業ゴも見逸すご差がセぎな“よ禾制度は1』乳幼児を抱

えた母子家庭の母が一時的な疾病のため，日常生活を営

むのに支障がある場合拙要諮に基づいて介護人奪派遣

し∫．必要な介護および乳幼児の保育等を行なうrこ乏を規

定するなのである。 核家族時代，．憐保相扶喪夫の時代を

反映、してみ母淋いらだん病に倒れると．誰も子どもをみら

れない母子家庭が現われてきたのであるじ一 ∵ 』1．溢苧

　以上め両制度比かかる費用は，二双方とも予算措置にょ

っ℃児童福祉決施行癖務費補助金のなかに計上され亡

いる。1

ごのほが∫．応労働省による寡婦等就業援助対策と、してつ

ぎの制度が設けられでいる5．ilギ”こ・ヒド1』　奪．『一、 ζ iゴ

』①雰婦奪雇用奨励金』」こめ制度臨一寡婦等て寡婦等

　　1とは母子福祉法第5条第1項に規定する配隅者Φな

き1∵・』い女子である求職者であらて， 20歳未満の子若しく

添は←定め廃疾ゐ状態に泌子ボ ヌは同項第5号の精
≧唱完禅若』しくは身体め障害比よ・り長期にわだぢて労働能

ノ・1カを失ぢ淀いる配偶者を扶養する、ものを恥う ）を雇

窓”・いスれる事業主に対し圏ζ‘”雇用奨励金を支給し，も

　　って寡婦等の雇用の促進を図ろrうとするも『のであ

　．・』るよ』

、『i㊨寡婦尋の職業蜘練手当一ごの制度は，公共職業安

　ヱ定薪の指宗紀より公共職彙釧練を豪講する寡婦等め

　ぺ＼求職者之対し宅雇用対策法〈昭和4i卑法律第132号）

　　・比基づき蜘練手当を支給し，一寡婦等の知識及び技能

L課Lゐ習得を容易にし，もっで寡婦等4）雇用め促進を函

　　ろうとするものである（昭和52年度設置〉ぶ1し1彦『：

』i③内職相談施設等の運営
丁λン
＝㌧イこ．ζ内職相談セシタ1一の運営一一1

　　葎二婦入就業援助紹ニンタ尋の設醗・、拡充 ”r 1』ゴ

ハ．で 寡婦等職業相談員の設置r

．、♀三．、、饗母華畔制甦9擁，1

　1）、1（旧）生活保護法罵古蚤保護施設、1．、

　母子寮はヂ喀和12年の母子保護法にょ，ろては』じめて法

的規定をう・け’ iつづいて軍瑛扶助法の改正によっ て軍人

遺家族のための母子寮が加わり・， 法的托2種類の母子寮

が存在しながら，餓時体制下を通過、し薪敗戦後エ年余り

をへた昭和21年9月7日 ∫㌔r 1日）生活保護法の制定にとも

ない，』母子保護法，ド軍凄扶助法が廃止されみまで拶この

ま蛎搬た謙咋∫㈲蝉保護灘匙同時セ；・
母子寮は本法策6条の規定セこよる保護施設ξ・なり ゴ』皐に

宿所提供絶設と，しての機能を期待き牲釜；・と鷲な？なr

つまり，聯後混乱期φ住笹難解消策の台？とレ室郵重票

棚勉の飾躯実瞬献甥鱒雪r鯛窮蹄を
受け入れ礁働韓・☆蕪で1溺子醜鯛卸独自
性すら寒朱する骸斉ζ毫？な曾 ン

、』こ1三・，
r．

　，なお，一rく旧）生活保蔑法乏まβ耳9が作底レなと、勘いえる

法律であるから，』 法鋼定過程虞おいて殺無子寮り法的位

置づけに関鍋論詠ま9く・趣頓』つ却1』1い阪

r『 ）視臨祉法による雌騨施脚喉 』～

艶臨祉法は，留翻韓肋日灘獅鶴乱て
r制定公布されド1その第39条二羊母子寮は1・’配偶者のない女

子又ばこれ磧準ずる事情にある女子及びその者の監護す

べき児童を入所させて，ぞ⊃之れらの者を保護するこ とを目

的とする施設どす6準瞳お褥萎母子寮を規定したぷ今日1

の母子寮は本法に俵拠じている：。「児童福祉法第38条に母

子寮が規定ぎれるま踏には越ぎのよ逐な経緯がある成ン

』①臆福祉法魏洗紳どおり馳擁鍋騨課
　r参の松崎芳体』（後に児童局企画課が法案作成の璽心と

　　」なりア）松崎む児童局企噂課紅移る＞らによらて国会

　　上程まで都合夢凌掌案修企きれた♂二のうち〆法案

　　中に母子寮の規定が最初にみ られるのは，昭和22年

　　一 6厚2日メ厚李省鬼童周企画課で作成した第7番目

　　の臆福艦案緬す廼鱗鯛子寮磯寒ほ
　　つぎのとおりである5』ヒ．『嶺『 1「　’1 1ぬ西’ 』㌧

尼

　　 ：：丁

46条r・母子寮乏はダ16歳比満たない子又は孫を

　　 『擁する寡婦、て配偶考の行方不明その他命令の定め多

　　』 軸によ鼻寡賊向様の棚セこある女子を含め

　　る。 以桐 ⑬踏そ好文は孫を収容して纏嬬
（デ比精神的媛助を与え許そみ子文嫁孫の福祉を増進す

こ』る施設哲・う5ゴゴ㌧学

　1②1しかしiu社会局φ反対ヌ江の条項が削られ，．第3番、
　　’目の昭和22細瓢晦会上程案セこ瞬子寮磯庫

　　が含まれなからた訂児童局が昭和22年8月妬日に作
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　　成したこれに関する亨想質問答弁ほつぎのとおりで

　　ある…　一・：．r・r・．
　　「母子寮に入所きせる母子の問題につきましては，

　　母子一体としての生活問題即ち生活扶助，母の職業

　　補導，授産，再婚の問題等生活の保護指導が極めて

　　重要であって，それが同時に児童の福祉を増進させ

　　る所以と考えられ，従って生活保護法で従来通り取

　　り扱うのが適当と誘められますのでこの法案にとり

　』上げなかったのでありますじ」

　 昭和22年9月18日の第1回国会参議院厚生委員会で

　嫉，草葉隆円委員の質問に対し米澤政府委員が以上の

　・主旨の答弁をし，10月2日の第1回国会衆議院厚生委

　員会でも，山崎道子委員の質問に対し1’同じく米澤政

　府委員による同様の答弁がなされた。

　③ところが，山崎道子委員はこの答弁に満足せず， た

　　だちにつぎの主旨の反論を行なづた。

　　　「生活保護というのは転落し七から救うものであ

　　って， 子を抱えた戦争未亡入，戦災母子，引揚母子に

　　これを適用するのは大きな誤まりであります。これ

　　らの母子が転落する前に， 安心して子供を保育でき

　　る母と子の施設に迎えることが必要であり， そこで

　　同じ境遇にある母同志励まし合う こ．とが必要なので

　　す。つまり今の生活保護法による母子寮では不十分

　　であり・ もう一歩進んだ母子寮が必要なのです。」

　これに対する米澤政府委員の答弁は，』主旨には全く同

感だが，財政上の理由で現在では非常に困難であるとい

・うふうに微妙に変化し，つづく10月16日の衆議院彫生委

員会では武田キヨ委員の質問に対し，一松厚生大臣が修

正答弁をして，10月25日衆議院厚生委員会で小野委員畏

はチ児産福祉施設の中に母子寮を加えると恥う修正案を

発表するのである。一その後本修正法案は本会議で議決さ

れ， 児童福祉法第38条は今目まで存続しているの であ
る。’

．ここでヅ本法の解釈によって児童福祉施設としての母

子寮の役割で機能を把握しておこう。、1

　母子寮の対象は，配偶者のない女子またはこれに準ず

る事情にある女子およびその者の監護すべき児童であっ

て・都道府県知恋または市町村長が，1母子寮に入所させ

なければ，その者の監護すべき児産の福祉に欠けると判

断したものである （児童福祉法第2β条参照）ず「配偶者の

ない女子」と㌣ま， 』配偶者と死別しまた嫉隣別 した女子の

ほか，いわゆる未婚の母もふくまれる。・丁これ碍準ずる

事情にある女子■とは，①配偶者が生死不明の女子，②

配偶者に遺棄されている女子， ③配偶者が精神または身

体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女

子， ④配偶者が海外にあるためその扶養を受けることが

できない女子，⑤配偶者が法令により長期にわたって拘

禁されている女子等をいう。　「その者の監護すべき児童

の福祉に欠ける」とは，一般的に母子家庭は母親が生計

の中心となって，幼め子女の養育の責任を果たξなけれ

ばならず，精神的にも経済的にも きわめて不利な条件に

あり，生活職住宅ゼ教育，就職等の解決困難ないろいろ

な間題をもっているため，その者の監護すべき児童の心

身に好ましくない影響を与え，配偶者のない女子が児童

の監護の責任を十分果たしえないことをいう。したがっ

て，母子が貧困であるとが住居がないという；とはヒ福

祉に欠ける場合の一例にすぎない。「その監護すべき児

壷」　とは，配偶者のない女子が保護者とレて現に監護

しており，将来もひきつづき監護しなけれぱな5ぬ貴任

を負う児童とレ♪う趣旨であって，配偶者のな唾女子は必

ずしもその児童の親権者または後見人である必要はな

い82，0

　母子寮は以上に該当する母子を「入所させて」 「保護

する」施設である。これをより正確にのべれば，母子寮

は，児童の福祉はその母から切り離して考えられないの

で，このような母子をともに収容保護し，生活，住宅，

教育，就職等母子家庭の遭遇するあらゆる問題について

その解決の場を与え，これによって社会の共同生活に適

応させるとともに，母をしてその子の養育を完うせし

め，児童の福祉を保障しようとする施設なのである。．

　つぎに，本法による母子寮への入所措置規定は，助産

施設とともに，他の児産福祉施設への入所措麗規定に比

較して微妙な相違を示レているので， これにふれておこ
う6』．

「母子寮への入所措置に関する規定は，児童福祉法第23

条におかれた。当御の措置権者は， 市町村長．≧・された

が，．昭和26年3月社会福祉事業法制定にもζづく福祉凄

務所制度発足にと、もない，助産施設塾よび母子寮への入

所措醗権者は，市町村長から都道府県知富，『・市長および

福祉挙務所を設置する町村長昏と移行しな33，5。1

　これを他の児童福祉施設の措置と比較してみるとその

性格がはっきりすう。措置はミ輩類に分齢，第ヌを保育

所i第2を助産施設および母子寮，第盆奪その他の児童

福祉施設（児童厚生施設を除く ）とするこζカ1できる。

第1の保育所の措置権者は市町村長であり児童福祉法

第諺条第2項の委任条項によって，すべて福母事務所長

に委任される。

　また，第3のその他の児童福祉施誰の措置権者は都道

府県知事及び指定都市の市長であり，第32条第裏項の委

任条項によって，すべて児童相談所長に委任される。
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川西』1’わが国における母子福祉政策のあゆみ

』第2の助産施設および母子寮の措置権は，』市町村長と

都道府県知黍笈び指定都市の市長の双方に存し，∴しかも

すべて， 福祉事務所長に委任されるざゴそ⇒で， これを第

1の保育所と比較、じでみるど，へすぺて措置権が福祉泰務

所長に委任され惹という点で同夙であり，’都道府県知審

及び指定都市の市長加ぢの委任力ζありうるという点で相

遼する。 また詑第3のぞ4）他の児童福祉施設と比較する

と，二都道府県知瑠及び指定都市の市長に措置権があると

いう点で重なりあい，すべて福祉事務所長に措置権が委

任されるどい5点で相反するぶ
r1

ごめよ・うに1施設入所措置と“う観点がら本法を検講

すると，・児童福祉行政措置におげる母子寮，助産施設の・

中闘的性格が明ら力魂亡なるのである。：』＞

・簸後匿児童福祉緻とし物母子寮め舗そ馳に
づレ・ては，・二昭和2き年12月発効の厚生省令第6き暮児滝福祉

施設最低基準の第40条から第48条まで比規定がある。シ招

和48年の児童福祉施設職員の定数の改正により，寮母，

嘱託医に加えて，少年撫導員が必置となった。詣

　3）毎子福祉法と母子寮

文蕗条がらなる母子福祉法は，‘応母子福祉に関す

る1基本法と』し七め体系を整え， 曜和39年7月互日法律纂

主的碧どしぞ公布施膏きれだ測・「木文中に母子寮を規定

ゲる条項を蓉ぐまながらた‘』L本項ゼぱ1Fぞの蓮由を，・当

時φ国会審議どそあ暖め全国母子寮協議会比おげる論議

万」ら引ぎ出すこ乏とザるδ二∫ 1』ゴ・・1三7ご生二：’ン
r一

’まず，r国会審議比づいせみると，』 昭和釣年5舟6旧お
まび7』白の第46由会衆議院社会労働萎員会比おいセ卦ご

め件が審議されているすそのてんまら臨』5舟㌘白み在

会党の畏谷川委員の質問とこれに対する黒木政府委員み

容弁1こ畿表されるのそ，』以　にヒれを紹介ずるぷ一ズ

6長谷川’（傑〉委員；・母子泰4）商題そありまずが‘二・これ

ζ鱒幽細◎ま晒欝勉法寒では第麹畔
』子寮め項がわざわざどってあるのでありまずごとれば

くト児壷福祉法6舞蕗条1こ母子寮め規定があるわけそあむ

芋まチけ麗妻1嫁こ」1毎子福祉法どいちな転・r母芋寮感φば

・C 社会党め案あようにここに持6でくるべぎじ雇な“

　か。児童福祉法の中にとどめておいて，この母子福祉

　法の中に母子寮ゐ問題が出てこな）～というのは，どう

ひも法律として変じφないかどいiうよう・に思ちのであり

ゑますが， この点△尋は り母子寮ぽ児壷植祉法の腺う1こ

ぐ醗蒔そ1ここ従載せ壕がらだゐは何らかの理由がある

　だろうと思う。私どもは，・母子福祉法もしくはそれに

　類する名前の法律であれぱ当然やはりこの中に母子寮

　は持ってくるべきである一乳児院は児童福祉法の中

ピ
に置》く・fと1レ弦たしまし亡・も窒当然母子寮壱まζこに持r5マ＝

　，iぐるバきであ、る、ど思うのであ 腹ます1が，』・どうして母子

　、福祉法どい一う名前をっけながら母子寮を』ζの中に持っ

・てこないのかドむしろ社会党案の臓う！が当然ではない

　か， こういうふうに思うの、であり．ますが赤いかがであ

』kり．ますかよ己 』：．』．忌．1』芽．、に．、

o無木政府委員；確かに，二F お．厩し姻るように母子福祉法

』1 中に母子寮を入れ1多べき受あります。』また社会局の

　保護施殼も入れるぺきだど思います。 、ただトゴ今回の法

、∫律案を国会に提禺する！に際じま．レて， 笑はすでに3g年

・1度の予算の概算案というもΦが決定をして．お・洗まし

　．・て， 1L 国会にすでに提出、され’でおり、ましてア．1そこでは，

　、母子寮の措置費舜つき・ま七て蛛施設保護費の中1こ計上

　ゴされてしまってお づたのであり、ます命 し海が 恥、まし

』てジ1「予算の組みかえをし：ませんとジこ．の母子福祉法案

　の中に取り入れることがでざないと甑うよう．な技術上

　
1レ

問題があり ．まじて，と残念ながら間に合わなかづたの．

　そありますが，次の改正の機会に，ぜひ祉会局の保護

　施設も含めまして，母子寮め規定を挿入したいと考え

　ております乙

　’と、ころで，」母子寮側ぱい』「今後の母子福祉法改正の際

に母子寮規定を挿入する1工と亙・ う政府の見解を素直に喜

べなかった5全困母子寮研究協議会資料を調飛でみる．

と，ぐ』39年，140年，〔43年，1145年 1・46年に母子寮側での議誰

・カ3なされておりプ、し1こrれら の総括とも1呼ぶ！卓ききものが46年

の丁母子寮の法的位置づけに関する特別委員会転告』／1矯

ありr〆ここに母子寮側の立場が整理され，τ・今後りζ る緯

き方向が示されている。　　　　　　　　　　　　　 』き

　』母子寮め大勢砥，、 毎子福祉法制定間もない第8回全国

母子寮研究脇議会炬，誇母子寮は児童福祉法にとり入れら

れそ社会福祉的機能を果すぺぎ使命を課せられ：くいる捷

も渉かわらずド現実には最低基準がぎわめて不十分であ

り，23年以来1度も改善されていな呼｝61・このような現状

のまま母子福祉法にとり入れられる1ことに不安である旨

表明した。また， その後論議に年を重ねるう一ちに，二：母子

寮め総意を反映した法的位置づけに関する定見をもった

上で，この問題に対処せざるをえな ぐなり．，1そのため特

別委員会が設けられた5特別委員会報告にみられる母子

寮の法的位置づけに闘する是見の要旨はつぎのとおりで

ある占 　、．』．r ・
し ・1” 1皆㌃1領『☆1二 ∫、ビー堀3ノ

　①母子寮の法的位置づけ論議は‘3母子寮の運営の聞題

　　1とレてではなく，1「母と子」 の福祉聞題として異開

　 7しなければならない6　』
、～　 袷1

1』
l、・

・1焦二

．・
②舟子寮は児雍の福祉と共に母の福祉増進を←体の造

　　のとしてはかることを目的とする。　．こ三・1き』就δ

・③法律の検討に先立6てなすべきこと：は母子寮の体質r
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　改善である。開差是正，過密・過疎，職員定数不足，

、公私格差等さま ざまな問題を露呈している僚子寮界

の現状を自省し，その改善の具体策をもと．め，．』 しか

　る後に行政施策の改善が求められるべきである。

④施策改善の第1は最低基準の改訂である。 児意福祉

1施設最低基準（46年現在）はあまりに不十分であり，

②み目的を果せない状態であるから， 、他の児童福祉

．』施設と協ガして，．これを改訂しなければなら．ない。

⑤また，児童福祉法は児童の福祉をその中心理念と し

　 ているが， 母の福祉をどう高めるかと』いう視点が十

分とはいえない。 ・それゆえ， ：「母ど子」のための児

”一 福祉法め一部改訂が必要で，・偲に対する取り扱い

　・にづレ・ては，保護の手厚さを可能ならしめるものと

　 しなければならない。rこれも他の児童福祉施設と共

　 働で行う作業であるす　．、ド』』．ぐ；・ 舘．臥、．

⑥以上の作業を通過して最後に，ン母子寮の依拠すべき

　　新しい母子福祉法が検討される尽きである。母子寮

　 ・は全ての国民を対象とする母子福祉政策の一貫悔φ

　　なかに存在しなけれぱならない」そのためには，r

　　貫性をもぢう る新しい母子福祉理念が必要であり，r

　　これを， 母子福祉資金の貸付等に関する法律の改善

　　によって生れた現行母子福祉法に保持していないg

　　したがって，新しい母子福祉理念霞延隼にともなう新

　　しい母子福祉法のなかに将来の母子寮の位置づけが

　1あるる 一、．　　．　　 ＿

　特別委員会報告の後，先述のように昭和48年の最低基

準の改訂で少年指導員が必置となりジ1職員定数の枠は広

がった。また，一部母子寮では，③でふれた体質蘇善㊨

努力が莫剣になされr』また昭和50年度の副田義也ら 照よ

る厚生科学研究報告以来そのな菊の研究もさかルであ資

力葦・≒殖示さ診た作業の豚ξんどは・・なお将来脅輝題と

して残されているσ　，

】V・お　わ

　さまざまな事惰から 「父」の機能を失った母子が，』ど

ヒがらめ援助もな妾・ま ま社会生活を継続す苓く 運命づけ

られ6ならぱ， あるものは極度の生活不安にこさい．なま

れ，’ たあるものは極度の貧困生活を余儀なく．される．こ

ど廼あろうずわれわれの生きる時代にあっては，：これを・

不当な嘉態どみ， 困窟母子世帯に対して国家的レベルの

救済策皆鵠じてきた。いわゆる母子福祉政策の推進であ

る。

　本文では， 』わが国における母子福祉政策の成立時期

を，1わが国最初の母子のための単独保護立法である母子

保護法て昭和珍年3月30日制定公布ン！の成立時期と同一

であるとみなしているので， “その成卑の条件には， およ

そつぎのことがらが考慮される古・1．じ．旨』ゴ、

　①わが国の家族制度ならびに資本主義経済体制の矛盾

　　に原因する母子家庭の困窮状況。．

　②その困窮状況を社会的にアピ煮ルする社会 運動家
　　．（団体）の存在：

、

、③母子を対象とした民間在会齋業家の輿践

ド④母子救済と国家的健民政策との合致　．

　⑤母子保護立法を含む諸外国の社会福祉制度の影響

1⑥以毒の条件をうけた議会活動

＝』毎子福祉政策め成立という歴史上の事象の前提には，

このような諸条件の複雑な連関が屑取され，またその諸

条件の背後には有名無名の無数の人間の鼓動が感受され

るのである。　　．」ゴ』』 し≒」

P母子福祉政策は成立・し，』 変遷した6それは生成変化の

　り　に

　　　　　　　　　　　　　　　）’べ1 ilLl？・・顎r』・＼》r

過程で海っな。われわ怨よそれを変遷占、よ喋ザ癸展転獣

進歩と も後退ξもホ嫁卑こ．と琴す盗むそ0取木④蔑申

嫉1－rりが国の母子福祉政策が戦時体制な曳曙藍敗聡処罷

政策と密接に結びρセ・てきた，； ≧腫あうd〔福錘隊策嬰時、

；4》ように時代Φ暗部に最も深く閑わ？て橋登堕え熊ゼ

決して独立に「発展した」とレで美レ風語年牲て律奪転

獄ヤ・q理子福祉政箪は時代抹潟爾変也す，≧室皆［奪琴」

レたぐいうべきなのであ喬？ゴ蓼膨 政策の奪遷り背承照

牒立朔≧同様㊦諦条件西連関堺あ幾；と礁》）5感雪も客

レ牽昂ち 、一
・：

ジ 淳、．“に ∫㌧rぎ二
　本文は・ 母子福祉政策の嘆立iと変遷セ；関すう記述で挙

防．腿上は本文辣筆皆隣．しllてg、筆者り基本駒節畢歪あ

る・、こり前提のも≧脇 母子羅聯鰭り融鱈き
た時鰍衆畷蹴姻髄把韓熱ゆ三鯖傭
望であう。しかしパ季文曝時間的経趣蛮埠レう1饗璽例、多

分琴平面的な躯述に終ってしま》・，こ拳爾意隅嬬†分年達

成されな粉った。誌し置木方の御叱耳毫講臥塗第導あ

る。

　　　　　　　＊　 　　』　＊　　　　　　＊　 、　．　『

なお，本文は，現在研究第九部ですす湾ら薙τいる

「母子、（父子）福祉に関する文献学的研究』㊨r環であ

り，わが圏における母子福祉政策¢〉あゆみを一応通史の

形態にまとめたもので昂う。、

〔註〕

1）池川溶，母子福祉5 日本生命済生会，』昭36，6，P602
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川西 ：〕わが国における母子福祉政策のあゆみ

・叱参照r旭二1シ、 」、∴、＝』ド』二『l　

」冠＿

2）明治32年6月19日公布された「行旅病人〆』行旅死亡

入及同伴者救護並菖激扱菖関ス捗件ヨ．第 1条．にお誼

　て，歩行に椹えぬ行旅中の妊産婦にして手当を要する
・＝ 4）に対し宅峠∫〕i準狩旅痛審と．し七保護するごどが規

　定されている5　r　　 』　，　　　　　・1洗L
㌦．

　・一』・ま・だ・明治44年3：月29自公布の工場法第12条およ二び

　工場法施行規則第9条には，工場主は 4週筒以丙に出

産予簿のも㊨が休養を求めれば”そみものを齢業ざぜ

　・ぢれず，，1産後週6 間を経過しな“もの！も伺様ぞある旨

槻定され之し麟懐燃後灘飾に達慮呼麗を
　哺育する女子は就業時間中ゆ寅iに亥回乳児を哺育する

㌦＝ こと がでぎる旨規定ざれ海レ1、る。』・・、乱．、㌧・、r 1、 『）

　レこのほが肝犬年言年8凋圃鉱夫労役探恥規則計大正

　6年7月の軍蛮救護法および丈部省訓令丁女敦員ク』産

　前産後昌於ケル休養二関スル件」，東京府令小学校令

　施行細則にも該当条項がある。

　　佐野常光，恵まれざる母の義務乏特権のたあに，社

　会第業研究24巻1号，P91参照。

3）試みに，大走ユ1年の内務省社会局『本邦社会凄業概

　要』で「一家参生存上必須g最少限度をも充たし能は

　ざる」窮民数をみ番とゲ当時推定55万人であったのに

　対し，公費救助の状況は，「窮民として国家及公共団体

　の救助を受けるものが8，000人以内（幼弱者も含む）」

　であり，「行旅病者として取扱はれるものが3，000人

　以内（行旅病者携帯児及準行旅病人として扱われる児

童を含む）』であって，公費救助人員は，1万人内外

　であった；とがわかる。上の数字の差にみられるよう

　に，憶救規則および行旅病人取扱法の不備が極めて顕

　著になってきたわけであるgそこで内務省当局は，法

　改正を検討するにあたっ七，先ず第1次大戦後恐慌下

　の労働能力あ多失業窮民対策に不十分ながら手をつ

　け・それを補完して労働能力なき窮民のみを対象とす

　る新たな救貧法案を得た。

　　これを総抵してみれ鴫労働能力のある窮民を除外

するという本法案め制限主義は，救助め対象たる窮民

　を社会の落伍者とみていることを意味しており，大正

　14年普通選挙法においては彼らが選挙権を持てなから

た蛮実と呼応するじしたがって，設救護者の人権は著

　しく傷つけられていたどいわなければならない。

4）昭和9年に中央社会亭業協会および全日本方面委員

聯盟が1新聞に現れた親子心中に関す為調査をまとめ

たところによ斎と，昭和2年7月から昭和10年6・月ま

での間に親子心中は1，735件発生しており，親子心中

によって死んだ父の数は612，母の数は1，368，子の

　　数は2，7QOにのぽってい多。親子昼中の内訳一をllみる

　∵ど・』総件数1・フ35のう『ぢ母子心中は70％』楽子心中は

　　17％，父母と子の心中は13％程度と推定さ艦て、“る♂

　　また参考までにぞの原因をみるとド生活困難が460件

　　で最も多く， 家庭不和322件弄精神異常298件，リミ自包

　　又は配偶者の病弱188件がこれに続い嬬・る占泌・繁1

5ン軍入遺家埃ぺの優遇政策は嘉母子ボ蕊ムの処遇に《∫：

　」∫あぢおれておゆ斡軍人援護αだめの母子ボ」、公と隔般

　識子瀞醍「の居麟境の差は歴然とむ奪だ滅と
　　えぱ1一般母子ホームで陰，各世帯が（3畳冠6』畳のせ

　　ぴぜ6台所付ぎの狭レ蔀屋に墓している時佃こ，、軍入

　　・援護母子無〔云第1号鈴武麟野母子寮セは≠で「格子声

　　』め玄関♪京都風め甘準座駁付4）部屋ゴが整備ざれ《雛

　　たのである。　』　 、　 　　　』＝瓢（1肱∫IO影

　6）．小林智恵母子保灘繊る扶助家庭襯察・じ都
　　社会癖業22巻6号，、昭1319，P64～71．

　7ラ山高しげり，母子福祉4σ年，翔文社，昭52，10，P

　　101．、

　8）公的扶助に関する四原則とは，①生活困窮者の保護

　　は国家責任であり（国家茸任の原則），②この責任を民

　　間または半官半犀的なもめに転嫁してはいけないて責

　　任転嬢禁止の原則ないし一蓉私分離の原則），③困窮者

　　保護は無差別平等でなけれぱならぬ（無差別平等り原

　　則），④困窮防止比必要な限り救済費に制限をつけて

　はならない（必要かつ十分の原則）の4つを指してい

　　る。

　　小川政亮，社会事業法制，ミネルヴァ書房，臼召48．4，

　　P29参照。

　9）山高しげり，前掲書，P120．．

　工0）・1p松峰芳伸卜松崎自誌 児童福祉法研究創刊号，

　　昭52・12， P46～47，、

　 12），13）第1回国会衆議院厚生委員会議録22号，昭22．

　　10・13・一番ケ瀬康子編，日本婦人問題資料集成，ド

　　メス出版，昭53．4，P384～40工．

　14）小川政亮，前掲書，P30．

　巧）生活保講法第5多条第1項に「都道府県知蛮は，指定

　　医療機関の診療内容及び診漂報酬の請求を随時審査

　　し，且つ指定医療機関が前条の親定によらiζ講求する

　　ことのできる診療報酬の額を決定することができる』

　　とあり，第5項に「第1項の規定による診療報酬の顛

　　の決定については，行政不服審査法による不服申立て

　　をすることができない」とあるのは医療扶助引き締あ

　　の要請からであるo

　　小川，前掲書，P31参照。

　16） 厚生省児童家庭局編児童福祉30年の歩み，臼本児
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、童間題調査会，叩53．67P13， 』　’』 、f
㌔．

17）1昭和27年9月 1日現在厚生省児童局全国母子世帯調

「査結果報告書。

18）1児童福祉3Q年の歩み， P128制12駄

19〉児童福祉30年の歩み， P127・

20）山高しげり， 前掲轡，1P140、

21）参考までに昭和53年8月現在の手当額ぱ，児童1人

　の場合ヂ月額21，500円，、児童2人の場合，、』月額23，50D

　円（児童3人以上の場合の児童1人に加算する額 は

　400円）・であ「る
。

22）徳永寅雄「児童福祉癖業の制度と行政」 日社大編，

　・戦後日本の社会事業，勤草書房，昭42，・P2簗呼224，

23），24），25） 国民の福祉の動向，厚生の指標25巻11号・

　β召53．9，　P127。

25〉児牽擦祉＄0年の歩み，P享25。　．、、、、　　　㌧

　　　　第15集

27）福祉と国民生活の動向，厚生の指標12巻13号1昭40．

　1L　P69，

28）国民の福祉の動向，厚生の指標25巻11号・、．昭53、9，

　P12Φ．’

．29）福祉と国属生活の動向，厚生の指標真3巻13号，昭4L

　11．P68，

30） 国民の福祉の動向‘厚生の指標25巻U号，昭年3。9，

　lP 12す．

31）噌番ケ瀬康子， 「母子寮問題の展開」，吉田久一編著

　戦後社会福祉の展開p・．ドメス出版，、昭5L12，P315．

32）穴山徳夫，児童福祉法，1 母子福祉法，母子保健法の

　解説，時事通信社，：昭4合ほ． P144～145．．

33）厚生省児童局編，、児童福祉10年の歩み，日本児童問

　題調査会，昭34．12， P28，、児童福祉30年の歩み，P

　131～132参照。
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